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○
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
又
は
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
営
業
者
以
外
の
事
業
者
に
係
る
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
環
境
汚
染
防
止
措
置
に
関
す
る
技
術
上
の
指
針

（
平
成
元
年
七
月
七
日
厚
生
省
・
通
商
産
業
省
告
示
第
七
号
）

改

正

案

現

行

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
又
は
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
営
業
者
以
外
の
事
業
者

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
若
し
く
は
同
法
施

に
係
る
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
環
境
汚
染
防
止
措
置
に
関
す
る

行
令
第
五
条
に
定
め
る
製
品
で
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
が
使
用
さ
れ

技
術
上
の
指
針

て
い
る
も
の
又
は
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
（
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
営
業

者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
若
し
く
は
同
法
施
行
令
第
五
条
に
定
め

る
加
硫
剤
、
接
着
剤
（
動
植
物
系
の
も
の
を
除
く
。
）
、
塗
料
（
水

系
塗
料
を
除
く
。
）
、
洗
浄
剤
（
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
営
業
者
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
若
し
く
は
繊
維
製
品
用
仕
上
加
工
剤
で
テ
ト
ラ
ク
ロ

ロ
エ
チ
レ
ン
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
環
境
汚
染
防
止
措
置
に
関

し
公
表
す
る
技
術
上
の
指
針

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年

法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
ト
リ
ク
ロ
ロ

法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
ト
リ
ク
ロ
ロ

エ
チ
レ
ン
若
し
く
は
同
法
施
行
令
第
五
条
に
定
め
る
製
品
で
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ

エ
チ
レ
ン
又
は
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
取
扱
事
業
者
（
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

チ
レ
ン
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
又
は
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
（
ク
リ
ー

業
者
を
除
く
。
）
が
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
と
る
べ
き
措
置
に
関

ニ
ン
グ
営
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
若
し
く
は
同
法
施
行
令
第
五
条
に

す
る
技
術
上
の
指
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。

定
め
る
加
硫
剤
、
接
着
剤
（
動
植
物
系
の
も
の
を
除
く
。
）
、
塗
料
（
水
系

塗
料
を
除
く
。
）
、
洗
浄
剤
（
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
営
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く

。
）
若
し
く
は
繊
維
製
品
用
仕
上
加
工
剤
で
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
が
使

用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
取
扱
事
業
者
が
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
と
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る
べ
き
措
置
に
関
す
る
技
術
上
の
指
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
二

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
平
成
元
年
厚
生
省
・
通
商
産
業
省
告
示
第
七
号
は
平
成
二
十
二
年

三
月
三
十
一
日
限
り
廃
止
す
る
。

本
指
針
は
、
第
二
種
特
定
化
学
物
質
で
あ
る
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
又
は

本
指
針
は
、
第
二
種
特
定
化
学
物
質
で
あ
る
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
又
は

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
に
よ
る
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
、
ト
リ
ク

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
（
以
下
「
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
」
と
い
う
。

ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
若
し
く
は
同
法
施
行
令
第
五
条
に
定
め
る
製
品
で
ト
リ
ク
ロ

）
に
よ
る
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
製

ロ
エ
チ
レ
ン
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
又
は
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
（
ク

造
の
事
業
を
営
む
者
、
業
と
し
て
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
を
使
用
す
る
者

リ
ー
ニ
ン
グ
営
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
若
し
く
は
同
法
施
行
令
第
五

（
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
営
業
者
を
除
く
。
）
、
そ
の
他
の
業
と
し
て
ト
リ
ク
ロ
ロ

条
に
定
め
る
加
硫
剤
、
接
着
剤
（
動
植
物
系
の
も
の
を
除
く
。
）
、
塗
料
（

エ
チ
レ
ン
等
を
取
り
扱
う
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、

水
系
塗
料
を
除
く
。
）
、
洗
浄
剤
（
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
営
業
者
に
係
る
も
の
を

本
指
針
に
従
い
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
環
境
放
出
の
抑
制
を
図
る
こ
と

除
く
。
）
若
し
く
は
繊
維
製
品
用
仕
上
加
工
剤
で
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

に
よ
っ
て
、
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ

が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
（
以
下
「
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
」
と
い
う
。

る
。

）
の
製
造
の
事
業
を
営
む
者
、
業
と
し
て
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
を
使
用

す
る
者
、
そ
の
他
の
業
と
し
て
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
を
取
り
扱
う
者
が

遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
本
指
針
に
従
い
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ

チ
レ
ン
又
は
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
環
境
放
出
の
抑
制
を
図
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る

。
な
お
、
関
係
す
る
労
働
者
の
安
全
衛
生
に
つ
い
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
法

な
お
、
関
係
す
る
労
働
者
の
安
全
衛
生
に
つ
い
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
法

及
び
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
等
関
係
規
則
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

及
び
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
等
関
係
規
則
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

１
．
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
を
取
り
扱
う
施
設
・
場
所
に
つ
い
て
は
、
次

１
．
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
を
取
り
扱
う
施
設
・
場
所
に
つ
い
て
は
、
次

の
事
項
に
留
意
し
た
構
造
と
す
る
こ
と
。

の
事
項
に
留
意
し
た
構
造
と
す
る
こ
と
。

１
．
１

各
施
設
・
場
所
に
共
通
す
る
事
項
に
つ
い
て

１
．
１

各
施
設
・
場
所
に
共
通
す
る
事
項
に
つ
い
て
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(1
)

（
略
）

(
1
)

（
略
）

(
2)

必
要
な
場
合
に
は
、
取
り
扱
う
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
量
及

(
2
)

必
要
な
場
合
に
は
、
取
り
扱
う
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
量
及

び
作
業
に
対
応
し
て
、
施
設
・
場
所
の
周
囲
に
防
液
堤
、
側
溝
又
は

び
作
業
に
対
応
し
て
、
施
設
・
場
所
の
周
囲
に
防
液
堤
、
側
溝
又
は

た
め
ま
す
を
設
置
す
る
等
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
流
出
を
防
止

た
め
ま
す
を
設
置
す
る
等
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
流
出
を
防
止

す
る
措
置
を
と
る
こ
と
。

す
る
措
置
を
と
る
こ
と
。

ま
た
、
雨
水
の
か
か
る
施
設
・
場
所
及
び
水
を
使
用
す
る
施
設
・

ま
た
、
雨
水
の
か
か
る
施
設
・
場
所
及
び
水
を
使
用
す
る
施
設
・

場
所
の
周
囲
に
は
、
上
記
の
措
置
に
加
え
て
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

場
所
の
周
囲
に
は
、
上
記
の
措
置
に
加
え
て
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

又
は
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
と
水
を
適
切
に
分
離
す
る
分
離
槽
を

等
と
水
を
適
切
に
分
離
す
る
分
離
槽
を
設
置
す
る
こ
と
。

設
置
す
る
こ
と
。

(
3)

（
略
）

(
3
)

（
略
）

１
．
２

（
略
）

１
．
２

（
略
）

１
．
３

作
業
施
設
・
場
所
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

１
．
３

作
業
施
設
・
場
所
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

(
1
)

原
則
と
し
て
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
又
は
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

(
1)

原
則
と
し
て
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉

ン
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
で
き
る
構
造
と
す
る
か
、
又
は
局
所
排

で
き
る
構
造
と
す
る
か
、
又
は
局
所
排
気
装
置
を
設
置
す
る
こ
と
。

気
装
置
を
設
置
す
る
こ
と
。

(2
)

・(
3
)

（
略
）

(
2
)

・(
3
)

（
略
）

２
．
（
略
）

２
．
（
略
）

３
．
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
取
扱
作
業
に
つ
い
て
は
、
次
の
事
項
に
留

３
．
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
取
扱
作
業
に
つ
い
て
は
、
次
の
事
項
に
留

意
し
て
作
業
す
る
こ
と
。

意
し
て
作
業
す
る
こ
と
。

３
．
１

（
略
）

３
．
１

（
略
）

３
．
２

（
略
）

３
．
２

（
略
）

３
．
３

使
用
に
つ
い
て

３
．
３

使
用
に
つ
い
て

(1
)

（
略
）

(
1
)

（
略
）

(2
)

水
分
離
器
等
の
フ
ィ
ル
タ
ー
等
の
交
換
は
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

(
2
)

水
分
離
器
等
の
フ
ィ
ル
タ
ー
等
の
交
換
は
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

ン
又
は
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
を
十
分
に
除
去
し
た
後
に
行
う
こ

ン
等
を
十
分
に
除
去
し
た
後
に
行
う
こ
と
。

と
。



- 4 -

(3
)

作
業
終
了
後
は
、
使
用
装
置
の
点
検
を
行
い
、
使
用
装
置
を
ふ
た

(
3
)

作
業
終
了
後
は
、
使
用
装
置
の
点
検
を
行
い
、
使
用
装
置
を
ふ
た

で
密
閉
す
る
等
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
又
は
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

で
密
閉
す
る
等
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
蒸
発
を
防
止
す
る
こ
と

ン
の
蒸
発
を
防
止
す
る
こ
と
。

。

(
4
)

洗
浄
作
業
に
お
い
て
は
、
特
に
次
の
点
に
留
意
す
る
こ
と
。

(
4
)

洗
浄
作
業
に
お
い
て
は
、
特
に
次
の
点
に
留
意
す
る
こ
と
。

①
・
②

（
略
）

①
・
②

（
略
）

③

ス
プ
レ
ー
作
業
は
、
原
則
と
し
て
洗
浄
装
置
の
蒸
気
層
内
で
行

③

ス
プ
レ
ー
作
業
は
、
原
則
と
し
て
洗
浄
装
置
の
蒸
気
層
内
で
行

い
、
蒸
気
層
内
で
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
囲
い
式
フ

い
、
蒸
気
層
内
で
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
囲
い
式
フ

ー
ド
等
の
中
で
行
う
こ
と
と
し
、
囲
い
式
フ
ー
ド
等
か
ら
の
排
気

ー
ド
等
の
中
で
行
う
こ
と
と
し
、
囲
い
式
フ
ー
ド
等
か
ら
の
排
気

は
、
活
性
炭
吸
着
等
に
よ
り
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
又
は
テ
ト
ラ

は
、
活
性
炭
吸
着
等
に
よ
り
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
を
で
き
る

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
を
で
き
る
限
り
回
収
し
、
再
利
用
す
る
こ
と
。

限
り
回
収
し
、
再
利
用
す
る
こ
と
。

④

（
略
）

④

（
略
）

(
5
)

（
略
）

(5
)

（
略
）

４
．
使
用
済
み
の
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
取
扱
い
に
当
っ
て
は
、
次
の

４
．
使
用
済
み
の
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
取
扱
い
に
当
っ
て
は
、
次
の

事
項
に
留
意
し
て
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
又
は
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

事
項
に
留
意
し
て
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
再
生
利
用
及
び
回
収
再
利

の
再
生
利
用
及
び
回
収
再
利
用
に
努
め
る
こ
と
。

用
に
努
め
る
こ
と
。

４
．
１

（
略
）

４
．
１

（
略
）

４
．
２

回
収
再
利
用
に
つ
い
て

４
．
２

回
収
再
利
用
に
つ
い
て

蒸
発
し
た
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
又
は
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
及

蒸
発
し
た
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
及
び
水
と
混
合
し
た
ト
リ
ク
ロ

び
水
と
混
合
し
た
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
又
は
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

ロ
エ
チ
レ
ン
等
は
、
そ
の
濃
度
及
び
量
に
応
じ
て
適
切
な
構
造
及
び
処

ン
は
、
そ
の
濃
度
及
び
量
に
応
じ
て
適
切
な
構
造
及
び
処
理
能
力
を
有

理
能
力
を
有
す
る
活
性
炭
吸
着
装
置
、
水
分
離
器
等
に
よ
り
で
き
る
限

す
る
活
性
炭
吸
着
装
置
、
水
分
離
器
等
に
よ
り
で
き
る
限
り
回
収
し
再

り
回
収
し
再
利
用
す
る
こ
と
。

利
用
す
る
こ
と
。

な
お
、
次
の
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
、
で
き
る
限
り
回
収
再
利
用
す
る

な
お
、
次
の
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
、
で
き
る
限
り
回
収
再
利
用
す
る

こ
と
。

こ
と
。

(
1)

・(
2
)

（
略
）

(
1
)

・(
2
)

（
略
）

５
．
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
を
取
り
扱
う
施
設
の
構
造
等
に
つ
い
て
は
、

５
．
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
を
取
り
扱
う
施
設
の
構
造
等
に
つ
い
て
は
、
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次
の
事
項
に
留
意
し
て
適
宜
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
改
善
措
置

次
の
事
項
に
留
意
し
て
適
宜
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
改
善
措
置

を
取
る
こ
と
。

を
取
る
こ
と
。

取
扱
施
設
の
排
気
及
び
排
水
に
つ
い
て
、
適
切
な
サ
ン
プ
リ
ン
グ
及
び

取
扱
施
設
の
排
気
及
び
排
水
に
つ
い
て
、
適
切
な
サ
ン
プ
リ
ン
グ
及
び

分
析
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
含
ま
れ
る
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
又
は
テ
ト

分
析
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
含
ま
れ
る
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
濃
度

ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
濃
度
を
把
握
し
、
異
常
が
見
い
出
さ
れ
た
場
合
に

を
把
握
し
、
異
常
が
見
い
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

は
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
を
取
り
扱
う
施
設
の
構
造
、
施
設
の
点
検

等
を
取
り
扱
う
施
設
の
構
造
、
施
設
の
点
検
管
理
、
取
扱
作
業
及
び
再
生

管
理
、
取
扱
作
業
及
び
再
生
・
回
収
作
業
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う
こ
と

・
回
収
作
業
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
原
因
を
究
明

に
よ
り
、
そ
の
原
因
を
究
明
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

６
．
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
を
取
り
扱
う
施
設
か
ら
の
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ

６
．
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
を
取
り
扱
う
施
設
か
ら
の
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ

レ
ン
等
の
漏
出
に
つ
い
て
は
、
次
の
事
項
に
留
意
し
て
対
処
す
る
こ
と
。

レ
ン
等
の
漏
出
に
つ
い
て
は
、
次
の
事
項
に
留
意
し
て
対
処
す
る
こ
と
。

６
．
１

（
略
）

６
．
１

（
略
）

６
．
２

漏
出
を
認
め
た
と
き
の
処
置
に
つ
い
て

６
．
２

漏
出
を
認
め
た
と
き
の
処
置
に
つ
い
て

漏
出
を
認
め
た
と
き
は
、
漏
出
処
理
要
領
に
従
っ
て
処
置
す
る
こ
と

漏
出
を
認
め
た
と
き
は
、
漏
出
処
理
要
領
に
従
っ
て
処
置
す
る
こ
と

。

。

（
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)

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
又
は
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
蒸
気
に

(
1
)

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
蒸
気
に
さ
ら
さ
れ
な
い
よ
う
に
注
意

さ
ら
さ
れ
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
作
業
す
る
こ
と
。

し
て
作
業
す
る
こ
と
。

(
2
)

（
略
）

(
2
)

（
略
）


